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1. 教職員の健康管理の必要性とその方法
（1）学校教職員を取り巻く主な健康問題

（2）学校職場のメンタルヘルス不調の背景と予防対策の例

（3）学校職場における「就業上の措置」とその例

2．労働安全衛生と教職員の健康管理

(1)労働安全衛生管理の要請と今日的意義

 (2)衛生委員会の意義と運営上の工夫

 (3)幾つかの好事例
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学校教職員を取り巻く主な健康問題
■転倒・衝突などによる怪我

■脳・心臓疾患

■メンタルヘルス不調

不安全な作業環境
疲労の蓄積

過重な労働
不健康状態の放置

高ストレス環境の放置
ストレス対処能力の未熟

1 教職員の健康管理の必要性とその方法
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ストレッサー
◆主要因
    役割葛藤
  対人葛藤
    タスクの量・内容
  コントロール
  物理的環境
  不明瞭な指示
  昇進・周囲の期待
◆副要因

借金
社会情勢
プライベートでの役
割葛藤

など

ストレス反応

◆心理的反応
   不安、抑うつ
◆身体的反応
   疲労感、不眠

ストレス緩衝要因
先輩、友人、家族等
からの支援

個人的要因
年齢、性別
性格、行動様式、
生活体験 など

問題行動
ミス・事故・欠勤
アルコール・薬物依存な
ど

適切な対処行動
問題解決
気持ち（感情）の処理
社会的支援要請

（相談・援助）
ストレス解消法

２０
１０

－２０

１０

ー１０

NIOSH（米国安全衛生総合
研究所）のモデルを一部改編

なぜストレスは病気になるの？

メンタルヘルス不調

◆精神失調
   うつ病、不安障害
◆機能的失調
   過敏性腸症候群
   自律神経失調症
◆器質的疾患
 胃・十二指腸潰瘍

   高血圧、冠動脈
疾患 など

1 教職員の健康管理の必要性とその方法
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ストレッサー
◆主要因
    役割葛藤
  対人葛藤
    タスクの量・内容
  コントロール
  物理的環境
  不明瞭な指示
  昇進・周囲の期待
◆副要因

借金
社会情勢
プライベートでの役
割葛藤

など

ストレス反応

◆心理的反応
   不安、抑うつ
◆身体的反応
   疲労感、不眠

ストレス緩衝要因
先輩、友人、家族等
からの支援

個人的要因
年齢、性別
性格、行動様式、
生活体験 など

問題行動
ミス・事故・欠勤
アルコール・薬物依存な
ど

適切な対処行動
問題解決
気持ち（感情）の処理
社会的支援要請

（相談・援助）
ストレス解消法

５０
１０

－２０

４０

３０

NIOSH（米国安全衛生総合
研究所）のモデルを一部改編

メンタルヘルス不調

◆精神失調
   うつ病、不安障害
◆機能的失調
   過敏性腸症候群
   自律神経失調症
◆器質的疾患
 胃・十二指腸潰瘍

   高血圧、冠動脈
疾患 など

なぜストレスは病気になるの？

1 教職員の健康管理の必要性とその方法

ー１０
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ストレッサー
◆主要因
    役割葛藤
  対人葛藤
    タスクの量・内容
  コントロール
  物理的環境
  不明瞭な指示
  昇進・周囲の期待
◆副要因

借金
社会情勢
プライベートでの役
割葛藤

など

ストレス反応

◆心理的反応
   不安、抑うつ
◆身体的反応
   疲労感、不眠

ストレス緩衝要因
先輩、友人、家族等
からの支援

個人的要因
年齢、性別
性格、行動様式、
生活体験 など

問題行動
ミス・事故・欠勤
アルコール・薬物依存な
ど

適切な対処行動
問題解決
気持ち（感情）の処理
社会的支援要請

（相談・援助）
ストレス解消法

５０
１０

－２０

４０

３０

NIOSH（米国安全衛生総合
研究所）のモデルを一部改編

メンタルヘルス不調

◆精神失調
   うつ病、不安障害
◆機能的失調
   過敏性腸症候群
   自律神経失調症
◆器質的疾患
 胃・十二指腸潰瘍

   高血圧、冠動脈
疾患 など

周年行事
研究授業対応
異動に伴う不安・警戒感
苦手な部活
急な事案への発生
上限のない要求

ストレス脆弱性
経験値不足
コミュニケー
ション技術不足

上司との人間関係
学年間の対人関係
相談できない雰囲気
異動に伴う心理的警戒感
異動に伴う適応への支援不足

「どこを制御すれば療養休暇や休職を防げるか？」
を考えることが大切

長時間労働は、
このうちの

一要因に過ぎない

なぜストレスは病気になるの？

1 教職員の健康管理の必要性とその方法

ー１０長時間労働の是正に留まらず、
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抑うつ期 回復期（在宅）

復職の目安

このあたりで
職場を休む

体調良好

体調不良

時間

メンタルヘルス不調者の主な経過

70-80%の
回復状態で
復職を図る

回復期
（職場）

数ヶ月〜数年程度

この落差に注意
（自殺のリスク）

ここで如何に気づいて支援できるか？

職場から離し
て療養優先

復職の検討

1 教職員の健康管理の必要性とその方法
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うつ病のサイン（周囲が気づく変化）

１．表情が暗く、元気がない

２．仕事の能率が低下

３．積極性や決断力の低下

４．凡ミスや事故の増加

５．遅刻、早退、欠勤の増加

６．周囲の人との会話や交流の減少

７．飲酒による問題を起こす

８．様々な身体症状の訴え

（頭重感、めまい、倦怠感、筋肉痛、関節症など）

◆ 「いつもと違う」部下の把握

1 教職員の健康管理の必要性とその方法
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ストレッサー
◆主要因
    役割葛藤
  対人葛藤
    タスクの量・内容
  コントロール
  物理的環境
  不明瞭な指示
  昇進・周囲の期待
◆副要因

借金
社会情勢
プライベートでの役
割葛藤

など

ストレス反応

◆心理的反応
   不安、抑うつ
◆身体的反応
   疲労感、不眠

ストレス緩衝要因
先輩、友人、家族等
からの支援

個人的要因
年齢、性別
性格、行動様式、
生活体験 など

問題行動
ミス・事故・欠勤
アルコール・薬物依存な
ど

適切な対処行動
問題解決
気持ち（感情）の処理
社会的支援要請

（相談・援助）
ストレス解消法

５０
１０

－２０

４０

３０

NIOSH（米国安全衛生総合
研究所）のモデルを一部改編

メンタルヘルス不調

◆精神失調
   うつ病、不安障害
◆機能的失調
   過敏性腸症候群
   自律神経失調症
◆器質的疾患
 胃・十二指腸潰瘍

   高血圧、冠動脈
疾患 など

なぜストレスは病気になるの？

1 教職員の健康管理の必要性とその方法

ー１０
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高ストレスに
なる前に

予防
したいですよね

10

1 教職員の健康管理の必要性とその方法



ストレッサー
◆主要因
    役割葛藤
  対人葛藤
    タスクの量・内容
  コントロール
  物理的環境
  不明瞭な指示
  昇進・周囲の期待
◆副要因

借金
社会情勢
プライベートでの役
割葛藤

など

ストレス反応

◆心理的反応
   不安、抑うつ
◆身体的反応
   疲労感、不眠

ストレス緩衝要因
先輩、友人、家族等
からの支援

個人的要因
年齢、性別
性格、行動様式、
生活体験 など

問題行動
ミス・事故・欠勤
アルコール・薬物依存な
ど

適切な対処行動
問題解決
気持ち（感情）の処理
社会的支援要請

（相談・援助）
ストレス解消法

５０
１０

－２０

４０

３０

NIOSH（米国安全衛生総合
研究所）のモデルを一部改編

メンタルヘルス不調

◆精神失調
   うつ病、不安障害
◆機能的失調
   過敏性腸症候群
   自律神経失調症
◆器質的疾患
 胃・十二指腸潰瘍

   高血圧、冠動脈
疾患 など

なぜストレスは病気になるの？

1 教職員の健康管理の必要性とその方法

ー１０
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抑うつ期 回復期（在宅）

復職の目安

このあたりで
職場を休む

体調良好

体調不良

時間

メンタルヘルス不調者の主な経過

70-80%の
回復状態で
復職を図る

回復期
（職場）

数ヶ月〜数年程度

この落差に注意
（自殺のリスク）

職場から離し
て療養優先

復職の検討

1 教職員の健康管理の必要性とその方法

健康で働きやすい職場づくり
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ストレスチェックは
何を測っているのか？

ストレッサー
◆職場の要因
    役割葛藤
  対人葛藤
    仕事の量・内容
  コントロール
  物理的環境
  不明瞭な指示
  昇進

個人的要因
年齢、性別
性格、行動様式、
生活体験 など

ストレス反応

◆心理的反応
   不安、抑うつ
◆身体的反応
   疲労感、不眠

問題行動
ミス・事故・欠勤
アルコール・薬物依存
など

ストレス病（疾病）

◆精神失調
   うつ病、不安障害
◆機能的失調
   過敏性腸症候群
   自律神経失調症
◆器質的疾患

 胃・十二指腸潰瘍
   高血圧、冠動脈
疾患 など

ストレス緩衝要因
上司、同僚、家族等
からの支援

適切な対処行動
問題解決
気持ち（感情）の処理
社会的支援要請

（相談・援助）
ストレス解消法

◆仕事以外の要因
    借金、 対人関

 係、社会情勢、
 家庭での役割
 葛藤

など

1 教職員の健康管理の必要性とその方法
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学校職場での
メンタルヘルス不調

予防対策の例
同僚性
の醸成

睡眠の
改善

職場環境
の改善

1 教職員の健康管理の必要性とその方法

対処行動
の向上
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問題行動
ミス・事故・欠勤
アルコール・薬物依存な
ど

ストレッサー
◆主要因
    役割葛藤
  対人葛藤
    タスクの量・内容
  コントロール
  物理的環境
  不明瞭な指示
  昇進・周囲の期待
◆副要因

借金
社会情勢
プライベートでの役
割葛藤

など

個人的要因
年齢、性別
性格、行動様式、
生活体験 など

ストレス反応

◆心理的反応
   不安、抑うつ
◆身体的反応
   疲労感、不眠

メンタルヘルス不調
◆精神失調
   うつ病、不安障害
◆機能的失調
   過敏性腸症候群
   自律神経失調症
◆器質的疾患
 胃・十二指腸潰瘍

   高血圧、冠動脈
疾患 など

ストレス緩衝要因
先輩、友人、家族等
からの支援

適切な対処行動
問題解決
気持ち（感情）の処理
社会的支援要請

（相談・援助）
ストレス解消法

NIOSH（米国安全衛生総合
研究所）のモデルを一部改編

1 教職員の健康管理の必要性とその方法 対処行動の向上
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ストレッサー
◆主要因
    役割葛藤
  対人葛藤
    タスクの量・内容
  コントロール
  物理的環境
  不明瞭な指示
  昇進・周囲の期待
◆副要因

借金
社会情勢
プライベートでの役
割葛藤

など

ストレス緩衝要因
先輩、友人、家族等
からの支援

問題行動
ミス・事故・欠勤
アルコール・薬物依存な
ど

個人的要因
年齢、性別
性格、行動様式、
生活体験 など

ストレス反応

◆心理的反応
   不安、抑うつ
◆身体的反応
   疲労感、不眠

メンタルヘルス不調
◆精神失調
   うつ病、不安障害
◆機能的失調
   過敏性腸症候群
   自律神経失調症
◆器質的疾患
 胃・十二指腸潰瘍

   高血圧、冠動脈
疾患 など

適切な対処行動
問題解決
気持ち（感情）の処理
社会的支援要請

（相談・援助）
ストレス解消法 NIOSH（米国安全衛生総合

研究所）のモデルを一部改編

周囲の支援

ストレッサーの
改善

1 教職員の健康管理の必要性とその方法 同僚性の醸成
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Good Practice!

職場環境改善
1 教職員の健康管理の必要性とその方法
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学校職場における「就業上の措置」の例
職種 所見・傷病 事後措置の例

教員

未治療の重症糖尿病
未治療の重症高血圧
重症の貧血

夏季の校外授業制限、宿泊行事制
限、体育の授業制限、準高所作業
（掲示作業）制限、等

動脈硬化性疾患ハイリスク 時間外業務時間制限

学校事務
職員

動脈硬化性疾患ハイリスク 時間外業務時間制限

現業職員

未治療の重症糖尿病
未治療の重症高血圧
重症の貧血

高所・準高所作業（樹木剪定、蛍
光灯交換）の禁止、電動工具（刈
払い機等）取り扱い制限 等

筋骨格系疾患 飯缶等の重量物取り扱い制限

中枢神経系疾患 集配等での自転車乗車制限

健康診断の結果に基づく「医師の意見」を産業医から聴取していますか？

1 教職員の健康管理の必要性とその方法
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脳・心臓疾患の業務起因性の判断のフローチャート
異常な出来事 短期間の過重業務 長期間の過重業務

発症直前から前日までの間
において、発生状態を時間
的及び場所的に明確にし得
る異常な出来事に遭遇した
こと

発症に近接した時期におい
て、特に過重な業務に就
労したこと

発症の長期間にわたって、著し
い疲労の蓄積をもたらす特に過
重な業務に就労したこと

●極度の緊張、興奮、恐怖、驚が
く等の強度の精神的負荷を引き
起こす突発的または予測困難な
異常な事態

●緊急に強度の身体的負荷を強
いられる突発的または予測困難
な異常な事態

●急激で著しい作業環境の変化

【労働時間】
①発症直前から前日までの間に特に過度
の長時間労働が認められること

②発症前おおむね1週間以内に継続した長
時間労働が認められること

③休日が確保されていないこと 等

【労働時間】
①発症前1〜6か月間平均で月45時間以内の
時間外労働は、発症との関連性は弱い

②月45時間を超えて長くなるほど関連性は強まる
③発症前1か月間に100時間または2〜6か月間
平均で月80時間を超える時間外労働は、発
症との関連性は強い

【労働時間以外の負荷要因】

勤務形態等

不規則な勤務・交替制勤務、深夜勤務

拘束時間の長い勤務

休日のない連続勤務

勤務間インターバルが短い業務（11時間未満）

出張の多い業務等

身体的負荷を伴う業務（重量物運搬、掘削作業等）

作業環境
温度環境

騒音

心理的負荷

を伴う業務

日常的に精神的緊張を伴う業務

発症に近接した時期における精神的緊張を伴う業務に関
連する出来ごと

総合判断（基礎疾患の程度等）
業 務 上 業 務 外 19

勤務間インターバルは、睡眠時間をきちんと確保する
ための手段（6時間の睡眠時間の確保） 19



6-7時間
睡眠確保家事 他

通勤
起床

就寝

睡眠時間を守る働き方
〜逆算式 仕事切上時間の設定〜

目標退勤時間

「自分が仕事に合
わせる」のではなく

「仕事を自分に
合わせよう」

これからの「働き
方」のキホン

睡眠の改善1 教職員の健康管理の必要性とその方法
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衛生委員会の一例
教職員の長時間労働対策のヒント

「在校時間を減らそう」から「ちゃんと寝よう」へ

早く帰りましょう
そんなの
ムリムリ

先輩がいるうちは
帰れないし

ちゃんと寝て、元気に
児童生徒に接しましょう

生徒のためにも
なるのね

寝ないと
却って周囲に
迷惑が
かかるかも

1 教職員の健康管理の必要性とその方法 睡眠の改善
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• 教職員を取り巻く健康問題には、様々な背景要因
がある

• 画一的な方法ではなく、学校事情や教職員事情に
応じて、その制御方法を検討することが大切

• 教職員個人の対応のみに依存せず、職場として取
り組む必要がある

• 職場として取り組むための手段として「安全衛生
管理」の仕組みがある

1 教職員の健康管理の必要性とその方法

教職員の健康や安全衛生は学校経営に直結するテーマです
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2 労働安全衛生と教職員の健康管理

（１）労働安全衛生管理の要請と今日的意義

〇職場における安全衛生の確保は、事業者（使用者）の責任
⇒労働安全衛生法（以下、安衛法）の目的と内容

〈目的と内容〉労働災害の防止のため、
①職場の安全衛生管理体制の整備（責任者、専門家・担当者の選任、組
織の設置など）

②危険・健康障害の防止措置・規制、
③作業環境・作業・健康管理（労働環境、安全・衛生に配慮した仕事の
管理、健康状態の把握・健康状態に配慮した措置、等）、等々

〈近年の改正〉
長時間勤務による過労死予防やメンタルヘルス対策を講ずる改正が相次
いでいる。
2005年：超勤月100時超え労働者に医師の面接指導義務
2014年：ストレスチェック実施の義務化
2018年：面接指導義務を月80時間超えに変更、労働時間状

況把握義務の新設、産業医の権限強化、等 23



2 労働安全衛生と教職員の健康管理

〇学校における労働安全衛生管理体制

＊教職員数49人以下の学校（全国で85%以上）は、法令上、衛生委員会

の設置等の義務付けは弱いが、50人以上の学校と同様に労働安全衛生活
動の取組みが求められていることを認識しておくことが必要

教職員50人以上の学校 教職員49人以下の学校

各学校における労働安全

衛生活動の中心になる人
衛生管理者 衛生推進者

*教職員10～49人の学校

安全衛生に関する事項

を調査審議する機関
衛生委員会 教職員の意見聴取

産業保健の専門家の

配置
産業医 健康管理医

ストレスチェック

（文科省：規模に拘らず

全ての学校での実施が望

ましい）

義務 努力義務
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2 労働安全衛生と教職員の健康管理

〇今日的意義：健康経営、ポジティブメンタルヘルス

近年では、安全衛生に配慮した職場環境の整備・改善が勤労者のモラールを
向上させ生産性も高めるという健康経営の考え方や、メンタル不調者を対象
にする対策から勤労者一人一人の業務と健康の状態を把握し安全・健康で生
き生きと働ける職場づくりを目指すポジティブメンタルヘルス対策の重要性
が謳われるようになっている。

＊健康経営の定義：
「従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること、
企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うことは、従業員の活
力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向
上等につながることが期待される」

（NPO法人健康経営研究会）

＊経済産業省は、2016年度に健康経営優良法人認定制度を創設
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2 労働安全衛生と教職員の健康管理

〇学校・教職員にとっての安全衛生管理の意義

教職員が安全・健康に働き生き生きと生活することは教職員個人にとっ

てもウエルビーイングを実現していく上で重要であるが、社会的にも重要
である。

（１）教職員が心身共に健康で意欲的に職務に取組むことは、児童生徒に
も教育活動にも良好な影響を及ぼし学校教育の質的向上にも資する

（２）人口減少を背景に日本社会全体で労働力不足が進行
⇒優秀な人材獲得競争が激しくなる中で、優秀で意欲的な人材を教職
に得るためには安全・健康で働き甲斐があり成長を実感できる職場
づくりが不可欠

（３）病気休職者の増加は、休職期間中の給与保障、代替教員の確保等、
膨大な経済損失を生む（病気休職者1人の経済損失は、本人給与の3
倍との試算もあるーそれに従えば、公立学校教員の病気休職で年間
700〜800億円の経済損失が生じていることになる）
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2 労働安全衛生と教職員の健康管理

（２）衛生委員会の意義と運営上の工夫

職場の労働環境改善や安全健康を大切にした学校経営には、校長の指導
力と教職員参加の自主的取組が重要であり、衛生委員会の活動はその要で
もある。

〈意義〉学校・教職員は、「子どものため」という意識が強く、仕事＆生
活上の優先順では自分達の健康等を後回しにする傾向。業務の見直
し等も「子どものため」を優先し業務の見直し、業務削減＝スク
ラップがなかなかできない状況もある。

⇔衛生委員会は、そうした学校の中で、働く者の安全健康の視点で職場
の労働環境や働き方を考え改善提案できる大切な場である。
安衛法では、衛生委員会を労働者の安全健康に必要なことを調査審

議する組織で職場の自主的な活動を担う組織として重視している。し
かし、多くの学校現場からは、何をして良いのか分からないという声
も多く聞かれる実情がある。

27



2 労働安全衛生と教職員の健康管理

〇衛生委員会の運用上の工夫
安衛法では、調査審議の事項として、健康被害防止、健康の保持増進、

安全衛生教育等が規定。しかし、年間を通じて何をどう取り組めば良いか
分からない等の声も多い。
↓
調査審議という用語に拘らず、

• 教職員の安全衛生や健康に対する関心を高めるため、時期に適ったタイ
ムリーな話題を取り上げたり（啓発）、

• 職場の働く環境・条件の実態・問題についてアンケート調査等で調べた
集計結果や健康診断・ストレスチェックの集団分析結果を受けて職場の
実情・問題を共有したうえで（調査・報告）、

• それら調査・報告を受けて職場でどのような取組みをどのような体制で
進めていくかを審議していく（審議）

といようなサイクルで年間を通じた活動をしていくのが望ましい。
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2 労働安全衛生と教職員の健康管理

（３）幾つかの好事例
①教育委員会‐学校の連携ー埼玉県川口市の例（事例集2023）

⇒学校の労働安全衛生管理は、事業者（教育委員会）の責任であり、
学校での取組みや衛生委員会活動をサポートする教育委員会の体制
づくりと方針策定、指導は極めて重要。学校に「丸投げ」しない。

（ア）市教委の安全衛生管理体制と方針策定
・市教委に学校教職員衛生委員会を設置 年３回程開催
・学校規模に関係なく全ての学校に衛生委員会の設置を義務化
〈川口市立学校教職員衛生委員会構成メンバー〉

総括衛生管理者（学校教育部長）、市立学校衛生管理者、
衛生推進者、産業医 他

〈活動内容〉
・安全衛生推進計画、年間活動計画
・市内全学校の状況や取組み等を共有
・健康診断、メンタルヘルス対策、職場巡視計画
・安全衛生教育、産業医活用計画、健康診断の見方 等
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2 労働安全衛生と教職員の健康管理

（イ）川口市全体での取組み
① 「休職者を出さない」予防に重点を置いた取組みの一つとして、学校
教職員メンタルヘルスカウンセラーの活用
・２名のカウンセラー：年間400回程度の希望する教職員への面談
・新採用や異動１年目の教職員の個別面談など

② メンター制度：新任教員に３〜５年経験の教職員をメンターとして配
置し相談できるサポート

③ ストレスチェックの活用：各学校にストレスチェックの集団分析（ス
トレス判定図）を周知。その見方や活用方法等は、健康管理講座や校
長対象のメンタルヘルス研修会を実施し理解を深めるようにしている。

④ 産業医の活用：学校規模に関係なく全ての学校に対して、産業医を活
用した安全衛生事業計画を立て実施することを要請
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2 労働安全衛生と教職員の健康管理

②校長と衛生推進者の連携‐奄美市金久中学校（事例集2023）

・従来学期毎に１回開催の衛生委員会を月１回に変更
・メンバー：管理職、養護教諭、学年主任、職員団体代表、衛生推進者
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2 労働安全衛生と教職員の健康管理

◇校長と衛生推進者の連携‐奄美市金久中学校（事例集2023）
〈衛生委員会活動〉
・衛生推進者を講師に安衛法や活動内容等で全教職員で研修

・職場労働環境改善の課題を共有するために、全教職員に年２回
（８月、２月）アンケート調査
→集計結果を職場に公表→衛生委員会で報告・審議→校長から対
応策を表明してもらう
＊衛生委員会がアンケート調査をすると安心して声をだしてくれる

・業務改善でも衛生委員会がアンケート調査を実施し、働き方改革ー業
務見直しでも衛生委員会が中心的な役割を担う。
衛生委員会での調査審議⇒見直しの判断は校長が行う
この間の改善としては、集団宿泊学習を２泊３日から１泊２日に、
家庭訪問の縮小（１年のみ実施、２・３年は三者面談で代替）等。
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2 労働安全衛生と教職員の健康管理

③柔軟な衛生委員会の運営ー川口市・十二月田小学校（事例集2023）

＊教職員49人以下の学校

・メンバー構成と運営で工夫⇒管理職を入れず、衛生推進者の養護教諭と
教員代表の２名以外は、メンバーを固定しないで各学年で参加でできる
学級担任１名が交代で出席

・議題は、安全衛生に限らず働きやすい職場づくりに関するものであれば
様々な要望・意見などを自由に出せる場とする

・年度初めの４月と夏季休業期間の８月を除き月１回開催
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2 労働安全衛生と教職員の健康管理

◇柔軟な衛生委員会の運営ー川口市・十二月田小学校（事例集2023）

・議題：例えば、ストレスチェック集団分析結果とその解説を開示、
働き方改革や業務見直し（学校行事の見直し意見聴取等）、
購入して欲しい備品等
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2 労働安全衛生と教職員の健康管理

◇柔軟な衛生委員会の運営ー川口市・十二月田小学校（事例集2023）

・審議内容は、「衛生推進委員会だより」発行し周知、「衛生委員会だよ
り」には相談事や対策を投稿できるＱＲコード(匿名投稿可)

QRコード QRコード
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2 労働安全衛生と教職員の健康管理

◇柔軟な衛生委員会の運営ー川口市・十二月田小学校（事例集2023）

・産業医の学校訪問（年３回程）：初任者・時間外在校等時間月80時間超
えの教職員には校長から健康相談を促す（面談・相談時間確保の配慮：
学期末最終日とか午後から児童が帰宅した日を設定など）
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〇衛生委員会の運用上の工夫

［啓発］安全・健康に関する話題提供を通じて安全衛生に関する理解を深め
る

（例）健康に関する講話・話題提供、ストレスの制御法、
文科省や教委の安全衛生管理の方針、等

［調査・報告］勤務校の状況について、資料や各種調査データを基に報告し
情報と課題等を共有する

（例）定期健康診断・ストレスチェック集団分析結果、
在校等時間の集計結果等、産業医等による校内巡視結果、等

［審議］調査・報告に基づいて勤務校における課題を整理し対策を講じてい
く

（例）ストレスチェックの集団分析から見直すべきは？、
長時間勤務を改善していくための工夫は？

３ まとめ

（出典：長野県教育委員会「労働安全衛生管理サポートガイド ココカラ」（2023年２月策定） ）
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３ まとめ

（出典：長野県教育委員会「労働安全衛生管理サポートガイド ココカラ」（2023年２月策定） ）
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健康
経営

（出典：経済産業省HP「健康経営優良法人認定制度」）
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学校
経営

健康
経営経営資源

の確保へ

学校健康経営

３ まとめ
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３ まとめ

■教職員の健康問題の背景には様々な要因がある
■何を制御すれば良いのか、は職場や事例ごとに異
なる
■教職員個人が取り組む自身の健康管理について、
様々な情報を提供することが必要
■職場として取り組む際には、ゼロからではなく
「安全衛生管理」の仕組みを利用することができ
る
■他校や他自治体での好事例をヒントにしたい
■ストレスチェックの結果を情報源とした職場改善
の取り組みも可能

■教職員の健康は学校経営の最重要資源→「学校健
康経営」のススメ 42



働くこともサスティナブルのテーマです 43



チェックポイント ※動画視聴後の振り返りのために

＜学校管理職及び衛生管理者・衛生推進者向け＞
□衛生委員会や職員会議で、教職員の安全や健康にかかる話題をしています
か？

□職場の点検・巡視を定期的に実施していますか？
□点検や巡視で見つけた課題を教職員と共有していますか？
□ストレスチェックの集団分析結果を業務改善に活用していますか？
□定期健康診断は予定通りに受診させていますか？
□勤務間インターバルは確保できていますか？
□負荷の高い教職員への支援ができる職場の雰囲気を作れていますか？

＜教育委員会担当者向け＞
□健康診断の結果に基づく「医師の意見」を聴取して、学校管理者にフィー
ドバックしていますか？

□学校に対して、安全衛生・健康にかかる情報や話題の提供をしています
か？

□学校の安全衛生管理について、学校に任せきりにせずに学外から支援する
仕組みはありますか？
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